
●障害福祉サービス等報酬告示に定める「特別地域加算」の対象地域 （別紙１）

厚生労働大臣が定める地域（告示第176号、第233号） 令和8年4月1日現在
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1 鹿 児 島 市 △ ▲ ▲ ▲ ▲

2 鹿 屋 市 ◎ ▲ ▲ ● ▲ ▲

3 枕 崎 市 ◎ ● ●

4 阿 久 根 市 ◎ ▲ ●

5 出 水 市 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

6 指 宿 市 ◎ ● ●

7 西 之 表 市 ◎ ● ● ●

8 垂 水 市 ◎ ▲ ● ● ●

9 薩 摩 川 内 市 △ ▲ ▲ ▲ ▲

10 日 置 市 ◎ ▲ ● ▲ ▲

11 曽 於 市 ◎ ▲ ● ●

12 霧 島 市 △ ▲ ▲ ▲ ▲

13  いちき串木野市 ◎ ▲ ● ● ●

14 南 さ つ ま 市 ◎ ▲ ● ▲ ●

15 志 布 志 市 ◎ ▲ ● ●

16 奄 美 市 ◎ ● ● ▲ ●

17 南 九 州 市 ◎ ▲ ● ▲ ●

18 伊 佐 市 ◎ ▲ ▲ ▲ ●

19 姶 良 市 △ ▲ ▲ ▲

20 三 島 村 ◎ ● ● ● ●

21 十 島 村 ◎ ● ● ● ●

22 さ つ ま 町 ◎ ▲ ▲ ●

23 長 島 町 ◎ ▲ ▲ ●

24 湧 水 町 ◎ ●

25 大 崎 町 ◎ ▲ ● ●

26 東 串 良 町 ◎ ● ●

27 錦 江 町 ◎ ▲ ▲ ● ● ●

28 南 大 隅 町 ◎ ▲ ▲ ● ▲ ●

29 肝 付 町 ◎ ▲ ▲ ● ▲ ●

30 中 種 子 町 ◎ ● ● ●

31 南 種 子 町 ◎ ● ● ●

32 屋 久 島 町 ◎ ● ● ● ●

33 大 和 村 ◎ ● ● ● ●

34 宇 検 村 ◎ ● ● ● ●

35 瀬 戸 内 町 ◎ ● ● ● ●

36 龍 郷 町 ◎ ● ● ● ●

37 喜 界 町 ◎ ● ● ●

38 徳 之 島 町 ◎ ● ● ●

39 天 城 町 ◎ ● ● ●

40 伊 仙 町 ◎ ● ● ●

41 和 泊 町 ◎ ● ● ●

42 知 名 町 ◎ ● ● ●

43 与 論 町 ◎ ● ● ●

◎：全域がいずれかの法律の対象となっており、特別地域加算の対象となる市町村
△：一部の地域がいずれかの法律の対象となっており、特別地域加算の対象となる市町村（別紙２）
×：いずれの法律の対象にもなっていないため、特別地域加算の対象となっていない市町村

●：全域が当該法律の対象となっている市町村
▲：一部の地域が当該法律の対象となっている市町村
※　辺地法(R8.3.31時点で作成）については、年度途中で変動がある場合があるため、各市町村企画担当課へ要確認
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●障害福祉サービス等報酬告示に定める「特別地域加算」の対象地域 （別紙２）

一部の地域が特別地域加算の対象となる地域（別紙１で加算対象△となっている市町村）

1 4 5 7 8 9
離島振興法 辺地法 山村振興法 半島振興法 特定農山村法 過疎法

1 鹿 児 島 市 新島

古里
黒神
高免
桜島白浜
桜島二俣
桜島松浦
喜入瀬々串
喜入生見
喜入一倉
入佐
直木
有屋田
東俣

東桜島地区(野
尻町、持木町、
東桜島町、古
里町、有村町、
黒神町、高免
町)
旧桜島町
旧喜入町
旧松元町
旧郡山町

旧喜入町
旧郡山町（下
伊集院村） ※旧桜島町は

６年（Ｒ３～８年
度）の経過措
置あり。

2 出 水 市 桂島

上場
辺田

旧出水市（大
川内村）

旧出水市（出
水町）
旧出水市（大
川内村）

旧野田町

3 薩 摩 川 内 市
上甑島
中甑島
下甑島

八重
長野
甑島

旧川内市（下
東郷村）
旧東郷町
旧祁答院町
（黒木村）
旧里村
旧上甑村
旧下甑村

旧祁答院町
旧樋脇町
旧入来町
旧東郷町
旧里村
旧上甑村
旧下甑村
旧鹿島村

4 霧 島 市

木原
毛梨野・芦谷
上之段
平山
持松
母ヶ野
内之野
府鳥
野上
永水
湯之宮
山ケ野
紫尾田・正牟
田
床波・大住
前川内・岩穴・
海老ヶ迫・二牟
礼
崎山・丸岡
福沢
福地
永尾
宮川内・稲荷

旧霧島町 旧牧園町
旧霧島町
旧国分市（霧
島村）

旧横川町
旧牧園町
旧霧島町
旧福山町

5 姶 良 市

木津志
大山
辺川
小山田
新留

旧姶良町（山
田村）
旧蒲生町（山
田村）

旧蒲生町

市町村名


